
JP 2015-117351 A5 2017.1.5

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年1月5日(2017.1.5)

【公開番号】特開2015-117351(P2015-117351A)
【公開日】平成27年6月25日(2015.6.25)
【年通号数】公開・登録公報2015-041
【出願番号】特願2013-263518(P2013-263518)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  67/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/34     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  63/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   67/00     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/34     　　　　
   Ｃ０８Ｇ   63/60     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月18日(2016.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）液晶性ポリエステル樹脂１００重量部および（Ｂ）タルク３～７重量部を少なくと
も含有する液晶性ポリエステル樹脂組成物であって、組成物中に含まれる（Ｂ）タルクの
数平均粒子径が１～１０μｍであり、吸油量が５０ｍｌ／１００ｇ以下であることを特徴
とする液晶性ポリエステル樹脂組成物。
【請求項２】
液晶性ポリエステル樹脂組成物の融点（Ｔｍ）と降温結晶化温度（Ｔｃ）の差（Ｔｍ－Ｔ
ｃ）が３０℃以下であることを特徴とする請求項１に記載の液晶性ポリエステル樹脂組成
物。
【請求項３】
前記液晶性ポリエステル樹脂組成物への配合前の（Ｂ）タルクの４５Ｍｉｃｒｏｎふるい
残分がタルク全量に対して０．１重量％以下であることを特徴とする請求項１または２に
記載の液晶性ポリエステル樹脂組成物。
【請求項４】
前記（Ａ）液晶性ポリエステル樹脂が下記構造単位（Ｉ）、（ＩＩ）、（ＩＩＩ）、（Ｉ
Ｖ）および（Ｖ）から構成され、構造単位（Ｉ）が構造単位（Ｉ）、（ＩＩ）および（Ｉ
ＩＩ）の合計に対し６５～８０モル％であり、構造単位（ＩＩ）が構造単位（ＩＩ）およ
び（ＩＩＩ）の合計に対して５５～８５モル％であり、構造単位（ＩＶ）が構造単位（Ｉ
Ｖ）および（Ｖ）の合計に対して５０～９５モル％であることを特徴とする請求項１～３
のいずれかに記載の液晶性ポリエステル樹脂組成物。
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【化１】

【請求項５】
請求項１～４のいずれかに記載の液晶性ポリエステル樹脂組成物からなる成形品。
【請求項６】
成形品が、樹脂部と樹脂部に接合する金属部とを有する金属複合成形品であることを特徴
とする請求項５記載の成形品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の構成を有する。
１．（Ａ）液晶性ポリエステル樹脂１００重量部および（Ｂ）タルク３～７重量部を少な
くとも含有する液晶性ポリエステル樹脂組成物であって、組成物中に含まれる（Ｂ）タル
クの数平均粒子径が１～１０μｍであり、吸油量が５０ｍｌ／１００ｇ以下であることを
特徴とする液晶性ポリエステル樹脂組成物。
２．液晶性ポリエステル樹脂組成物の融点（Ｔｍ）と降温結晶化温度（Ｔｃ）の差（Ｔｍ
－Ｔｃ）が３０℃以下であることを特徴とする１に記載の液晶性ポリエステル樹脂組成物
。
３．前記液晶性ポリエステル樹脂組成物への配合前の（Ｂ）タルクの４５Ｍｉｃｒｏｎふ
るい残分がタルク全量に対して０．１重量％以下であることを特徴とする１または２に記
載の液晶性ポリエステル樹脂組成物。
４．前記（Ａ）液晶性ポリエステル樹脂が下記構造単位（Ｉ）、（ＩＩ）、（ＩＩＩ）、
（ＩＶ）および（Ｖ）から構成され、構造単位（Ｉ）が構造単位（Ｉ）、（ＩＩ）および
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（ＩＩＩ）の合計に対し６５～８０モル％であり、構造単位（ＩＩ）が構造単位（ＩＩ）
および（ＩＩＩ）の合計に対して５５～８５モル％であり、構造単位（ＩＶ）が構造単位
（ＩＶ）および（Ｖ）の合計に対して５０～９５モル％であることを特徴とする１～３の
いずれかに記載の液晶性ポリエステル樹脂組成物。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
５．１～４のいずれかに記載の液晶性ポリエステル樹脂組成物からなる成形品。
６．成形品が、樹脂部と樹脂部に接合する金属部とを有する金属複合成形品であることを
特徴とする５記載の成形品。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　［実施例１～３、参考例４および５、実施例６、比較例２～４］
　東芝機械製ＴＥＭ３５Ｂ型２軸押出機（噛み合い型同方向）に、シリンダＣ１（元込め
フィーダー側ヒーター）～Ｃ７（ダイ側ヒーター）の、Ｃ３部に中間供給口を設置し、Ｃ
５部に真空ベントを設置した。ニーディングブロックをＣ２部、Ｃ４部に組み込んだスク
リューアレンジメントを用い、表１に示す（Ａ）液晶性ポリエステル樹脂（Ａ－１）を元
込め部（供給口１）から添加し、（Ｂ）タルクを中間供給口（供給口２）から投入した。
シリンダ温度を液晶性ポリエステル樹脂の融点＋１０℃に設定しスクリュー回転数２００
ｒ．ｐ．ｍの条件で溶融混練した後、ストランドカッターによりペレットを得た。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
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【表１】


	header
	written-amendment

